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執行役の報酬の自主返上について 

 

当社は、本日公表した当社グループにおける抜本的施策の実施にあたり、株主を含む各ステークホルダーに対

して本件に取り組む姿勢を示すため、執行役の報酬の自主返上を行うことについて、以下の通りお知らせいたし

ます。 

 

1． 対象者 

（1）取締役 代表執行役社長兼 CEO ： 細沼 宗浩 

（2）取締役 執行役常務 CHRO  ： デニース・ヘイラー 

（3）執行役常務 CFO        ： 相浦 宏 

 

2． 返上額と期間 

（1）CEO ：月額基本報酬の 50％を 2026年 4月から 9月まで(6か月間) 

（2）CHRO：月額基本報酬の 30％を 2026年 4月から 6月まで(3か月間) 

（3）CFO ：月額基本報酬の 20％を 2026年 4月から 6月まで(3か月間) 

 

                以 上 
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